
税の減免・公共料金の割引等 

１．税の優遇制度 

（１）所得税、住民税の所得控除 

   ①障 害 者 控 除   本人、配偶者（配偶者控除を受ける方）若しくは扶養親族が身体障害者   

手帳（３級～６級）、又は療育手帳（Ｂ１・Ｂ２）を所持されている場合 

             精神障害者保健福祉手帳２級～３級を所持されている場合 

 

  ②特別障害者控除   本人、配偶者若しくは扶養親族が身体障害者手帳（１級・２級）、又は 

             療育手帳（Ａ１・Ａ２）を所持されている場合 

             精神障害者保健福祉手帳１級を所持されている場合 

〈問い合わせ〉 所得税    粉河税務署  ℡ ７３－３３０１ 

         住民税    税 務 課  ℡ ６２－２１４１  内線 １４１～１４４ 

 

 所得税（所得控除額） 住民税（所得控除額） 

障 害 者 控 除 ２７万円 ２６万円 

特別障害者控除 ４０万円 ３０万円 

 

（２）相続税における障害者控除 

    障害者の方が相続によって財産を取得した場合、その方が８５歳に達するまでの年数に１０

万円、特別障害者については２０万円を乗じた金額を税額から控除します。 

    ※平成２８年１２月３１日以前の相続開始の場合は１年につき６万円、特別障害者は１２万

円になります。 

〈問い合わせ〉 粉河税務署  ℡ ７３－３３０１ 

 

（３）個人事業税の非課税 

    重度の視覚障害者（全盲又は両眼の視力（矯正した場合の視力）が０．０６以下の者）が、

あんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復、その他の医業に類する事業を行う場

合は、その事業に対して事業税が課税されません。 

   〈問い合わせ〉 紀北県税事務所（那賀総合庁舎内） ℡ ６１－００６７  課税課 

 

 （４）ゴルフ場利用税の非課税 

     身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けた方が、ゴルフ場受付

窓口で手帳を提示すればゴルフ場利用税は課税されません。 

〈問い合わせ〉 和歌山県税事務所（和歌山県庁南別館５階）  

℡ ０７３－４４１－３４０９ 自動車税・間税課 

 

 



（５）軽自動車税及び自動車税（種別割・環境性能割）の減免 

自動車等（軽自動車を含む）の所有者（割賦販売の場合は、自動車検査証等の使用者欄に記載され

た方）、使用者名義が障害者本人になっている自動車等（１８歳未満の身体障害者、知的障害者、精神

障害者の場合は、その者と生計を一にする者の名義となっている自動車等）で、①障害者本人が運転

する場合、②もっぱら当該障害者等の通学・通院等のためにその者と生計を一にする者が運転する場

合（同一生計者運転）③障害者（別表１中、常時介護者運転欄）のみで構成される世帯の障害者を常

時介護する者が障害者のために継続して（１年以上）日常的に（週３日程度以上）運転する場合（常

時介護者運転）、当該自動車等に課税される軽自動車税及び自動車税が障害者１人につき１台に限り減

免されます。 

なお、令和元年１０月１日から「自動車取得税」が廃止され、自動車税（軽自動車税）環境性能割が創設され、

同時に、「自動車税（軽自動車税）」は「自動車税（軽自動車税）種別割」に名称が変更されました。 

＜減免申請方法＞ 

○下記の必要書類を添えて、軽自動車税種別割については市役所税務課にて、自動車税種別割、自動車税（軽自動車

税）環境性能割については紀北県税事務所にて手続きをしてください。 

<１>障害者本人運転の場合・・・・ 下記の①～④ ※軽自動車税種別割の場合は①～⑤ 

<２>同一生計者運転の場合・・・・ 

（同一住所地に一緒に住んでおり 

日常生活の資を共通にしている 

家族が運転する場合） 

下記の①～④、⑥と、障害者と運転者が同一世帯であるとわかる住民票

（世帯全員・続柄記載のもの）又は同一生計証明書 

※軽自動車税種別割の場合は①～⑥、住民票の省略可 

<３>常時介護者運転の場合・・・・ 

（別表１中、常時介護者運転欄に 

該当する障害者のみの世帯） 

下記の①～④と常時介護証明書（①～④、⑥、⑦の書類を添えて 

市地域福祉課で交付を受けてください。） 

※軽自動車税種別割の場合は①～⑥と常時介護証明書  

                      記 

①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ②運転免許証 ③印鑑 ④車検証又は車台番号の控（新車

の場合）※軽自動車税種別割の場合は車台番号の控は不可 ⑤個人番号（マイナンバー）カード又は通知カード   

⑥当該自動車を身体障害者等のために使用していることを証する書面（生業、通学、通園、通院証明等）       

⑦自動車運行計画書 

＜減免申請期限＞ 

【自動車税種別割】 

○既に（毎年４月１日現在）自動車を所有している場合 

  ・納期限までに減免申請を行った場合は、審査後、年税額（限度額まで）を減免 

  ・納期限後に減免申請を受け付けた場合は、審査後、申請の翌月以降の月数に応じて年税額の月割相当額（限度

額の月割相当額まで）を減免 

  ○新しく自動車を購入（取得）する場合は、新車及び中古車新規登録を陸運支局にする時まで 

  ※登録後であっても還付できる場合がありますので、紀北県税事務所まで問い合わせてください。 

【自動車税環境性能割】   ○自 動 車……運輸支局に新規登録・移転登録をする時まで 

【軽自動車税環境性能割】  ○軽自動車……軽自動車検査協会に新規検査・移転届出をする時まで 

   ※登録後であっても還付できる場合がありますので、紀北県税事務所まで問い合わせてください。 

【軽自動車税種別割】     

○既に（毎年４月１日現在）軽自動車を所有している場合 

納期限（５月末）までに減免申請を行った場合は、審査後、年税額を減免 

＜問い合わせ先＞ ・地域福祉課…℡６２－２１４１ 内線３２３ ・税務課…℡６２－２１４１ 内線１４２ 

        ・紀北県税事務所（那賀総合庁舎内）課税課…℡ ６１－００６７  



別表１ 

自 動 車 税 等 減 免 対 象 障 害 者 

障 害 の 区 分 本 人 運 転 同一生計者・常時介護者運転 

 

身

   

体

  

障

 

害

 

者

 

手

 

帳 

視 覚 障 害 １級～３級及び４級の１ 左に同じ 

聴 覚 障 害 ２級及び３級 左に同じ 

平 衡 機 能 障 害 ３級 左に同じ 

音 声 機 能 障 害 
３級（ただし喉頭摘出による音声

機能障害があるものに限る。） 
 

上 肢 不 自 由 １級及び２級 
１級、２級の１（両上肢の機能の

著しい障害）及び２級の２（両上

肢の全ての指を欠くもの） 

下 肢 不 自 由 １級～６級 １級～３級 

体 幹 不 自 由 １級～３級及び５級 １級～３級 

乳幼児期以

前の非進行

性脳病変に

よる運動機

能障害 

上肢機能 １級及び２級 
１級、２級（１上肢のみに運動機

能障害がある場合を除く。） 

移動機能 １級～６級 １級～３級 

心 臓 機 能 障 害 １級及び３級 左に同じ 

じ ん 臓 機 能 障 害 １級及び３級 左に同じ 

呼 吸 器 機 能 障 害 １級及び３級 左に同じ 

ぼ う こ う 又 は 

直 腸 機 能 障 害 
１級及び３級 左に同じ 

小 腸 機 能 障 害 １級及び３級 左に同じ 

ヒト免疫不全ウイルス 

に よ る 免 疫 機 能 障 害 
１級～３級 左に同じ 

肝 臓 機 能 障 害 １級～３級 左に同じ 

療 育 手 帳 重度（Ａ） 左に同じ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 左に同じ 

※戦傷病者手帳をお持ちの方は、紀北県税事務所まで問い合わせてください。 



２．旅客運賃等の割引 

（１）旅客鉄道株式会社（ＪＲ）の運賃割引 

障害程度 距 離 介 護 者 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 

第１種 ※１ 

要介護を認め

られる方 

制限なし 

１名まで本

人と同じ扱

い 

５割引 ５割引 ５割引 
５割引 

小児を除く 

第２種 

上記以外の方 

片道100㎞超 

乗車の場合 
 ５割引   ※２ 

※１ 第1種の方が単独で乗車する場合は、第２種扱いになります。  

※２ 第２種であっても１２歳未満の障害児の場合は、介護者１人まで乗車券が５割引になります。 

 

   〈問い合わせ〉  各駅の窓口 

 

（２）航空運賃の割引 

一部の航空会社において、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し

ている方が国内線を利用する場合、本人及び介護者１名に対し割引きが適用されます。 

割引き適用の有無、割引率等は、航空会社や利用路線により異なります。詳細については、

各航空会社にお問い合わせください。 

（注意）障害児が１２歳未満の場合は適用されません。 

    

〈問い合わせ〉  各航空会社、旅行会社 

 

（３）バス乗車運賃（普通運賃）の割引 

    介護付の場合    本人及び介護者（１名まで） ５割引 

    単独の場合    本人のみ ５割引 

 

 〈利用方法〉  料金を支払う際に、身体障害者手帳・療育手帳を提示してください。 

          １０円未満の端数は切上げになります。 

 

   ※ 精神障害者保健福祉手帳の所持者は、一部のバス会社で割引があります。 

      和歌山バス㈱ 和歌山バス那賀㈱運行の一般路線バスで割引。 

       １級    本人及び介護者（１名まで） ５割引 

       ２．３級  本人のみ ５割引 

    （その他のバス会社については要問合せ。） 

 

 〈問い合わせ〉  各バス会社 



（４）市福祉タクシー（タクシー料金の一部助成） 

     重度障害者の方がタクシーを利用する場合、タクシー運賃の一部を助成します。 

 

〈対 象 者〉 

    市内に在住する１級・２級の身体障害者手帳、Ａ１・Ａ２の療育手帳、１級の精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている方 

 

〈利用方法〉 

    地域福祉課で交付する福祉タクシー利用券１枚を提出するとともに、利用料金から基本料 

金相当額を控除した額を運転手に支払ってください。 

 

〈利用券交付に必要なもの〉  ①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳  

②印鑑 

〈問い合わせ〉  地域福祉課  ℡ ６２―２１４１  内線 ３２４  

 

（５）タクシー料金の割引 

     身体障害者手帳、療育手帳を所持する方に対して、タクシー料金が１０％割引される場合 

があります。 

 

〈利用方法〉  身体障害者手帳、療育手帳を運転手に提示してください。 

 

〈問い合わせ〉  各タクシー会社 

 

 

３．ＮＨＫ受信料の減免 

（１）半額免除  契約者が視覚・聴覚障害者又は重度の障害者（身体障害者（１級・２級）、 

知的障害者（Ａ１・Ａ２）、精神障害者（１級））で世帯主の場合 

 

（２）全額免除    身体障害者、知的障害者、精神障害者のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税

の場合（同じ住所で世帯分離されている方も含みます） 

 

〈申請方法〉  地域福祉課で交付し、証明を受けた申請書をＮＨＫへ提出します。 

 

〈申請書発行に必要なもの〉 ①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳  

②印鑑 

 

〈問い合わせ〉  ＮＨＫ和歌山放送局  ℡ ０７３―４２６－７０００ 

         地域福祉課  ℡ ６２－２１４１  内線 ３２２ 



４．有料道路通行料金の割引 

   有料道路における通行料金が半額になります。 

    

   〈対 象 者〉 

     障害者本人運転  身体障害者手帳を所持する方（障害の種別は問いません）本人が運転し

て有料道路を利用される場合 

     介 護 者 運 転  第１種の身体障害者手帳、第１種の療育手帳を所持する方を乗せて有料

道路を利用される場合 

   〈対象自動車の範囲〉 

     乗用者（普通自動車、小型自動車、軽自動車で定員１０人以下の乗用のものに限る）及び貨

物自動車（ライトバン等） 

     障害者1人につき1台のみの登録となります。 

      

     （注意）一部登録の対象とならない自動車もあります。 

 

   〈利用方法〉 

     身体障害者手帳又は療育手帳に割引資格証明印を受けてください。 

    

〈割引証明に必要なもの〉 

①身体障害者手帳または療育手帳 ②運転免許証（障害者本人運転の場合のみ） ③車検証 

④ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書 ⑤ＥＴＣカード（２０歳以上の障害者の場合

は本人名義・２０歳未満重度障害者の場合は親権者又は後見人名義） 

※ ④・⑤については、ＥＴＣ利用の場合のみ必要です。 

    

〈問い合わせ〉  地域福祉課  ℡ ６２－２１４１  内線 ３２２ 

            有料道路ＥＴＣ割引登録係 ℡ ０４５－４７７－１２３３ 

 

 

５．携帯電話基本使用料等の割引 

   株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社において、携帯電話の基本使

用料等の割引があります。割引額は各会社により異なります。 

 

   〈対 象 者〉 

     １．身体障害者手帳所持者 

     ２．療育手帳所持者 

     ３．精神障害者保健福祉手帳所持者 

     ４．特定医療費（指定難病）受給者証保持者 

  

 〈問い合わせ〉  各機種取扱店 

     



６．岩出市巡回バス優待事業 

   高齢者、障害者（児）並びに生活保護を受けている方にあいあいカードを発行し、岩出市巡回バ

スの乗車について無料とする。 

 なお、高齢者、障害者（児）については、介護者１名に限り無料とする。 

 

   〈対 象 者〉 

１．満６５歳以上の者 

２．身体障害者手帳１級・２級・３級所持者、療育手帳所持者 

３．精神障害者保健福祉手帳１級・２級所持者 

４．生活保護受給者 

 

   〈カード交付に必要なもの〉 

①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ②印鑑 

 

   〈問い合わせ〉  地域福祉課  ℡ ６２－２１４１  内線 ３２３ 

             

７．保育料等の減免 

保育所等を利用している児童又は同居している方が障害者（児）の場合、保育料や保育所給食費

の一部が減額若しくは免除となる場合があります。ただし、すべての方が適用になるとは限りませ

ん。 

 

   〈対 象 者〉 

本人  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持し、保育所等を利用す

る場合 

同居人 保育所等を利用する児童が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を

所持する方と同居している場合 

 

   〈申請方法〉 

     保育料等減免申請書に所持している手帳の写しを添付し、子ども・健康課へ提出します。 

 

   〈申請に必要なもの〉 

①所持している手帳の写し ②印鑑 

 

   〈問い合わせ〉  子ども・健康課（総合保健福祉センター内）  ℡ ６７－６３２４ 



８．ふれあい収集 

 家庭から排出されるごみを集積所まで持ち出すことが困難な高齢者や障害者を支援するため、収 

集作業員が戸別訪問し、家庭ごみなどを収集する制度です。 

 

<対 象 者> 

家庭ごみを集積所まで自ら持ち出すことが困難であり、他の方からごみ出しの協力が得ら

れない方で、次の（１）から（４）のいずれかに該当する方 

（１） 要介護認定の方 

（２） 
身体障害者手帳（肢体不自由 １・２・３級 視覚障害 １・２級）の交付

を受けている方 

（３） 療育手帳の交付を受けている方 

（４） 精神障害者保健福祉手帳（１・２級）の交付を受けている方 

 

<収集できるごみ> 

  可燃ごみ ・ 不燃物ごみ ・ 資源ごみ ･ 粗大ごみ 

 

<申し込み方法> 

①ご本人（代理人も含む）から岩出クリーンセンターに電話により申し込みをしていただき

ます。 

※ 必ず緊急連絡先を決めてください。 

②訪問調査と決定通知 

職員が訪問調査を行います。その際、具体的に状況を教えてください。 

後日、利用決定通知書若しくは、非該当通知書により通知いたします。 

 

   〈問い合わせ・申し込み先〉  岩出クリーンセンター  ℡ ６２－０８１４             

 


